
 

 
第第1111節節  動動植植物物防防疫疫措措置置のの強強化化  

 
 
⾷料の安定供給や農畜産業の振興を図るため、⾼病原性⿃インフルエンザ等の家畜伝染5 

病や植物の病害⾍に対し、侵⼊・まん延を防⽌するための対応を⾏っています。また、近
年、近隣のアジア諸国・地域において継続的に発⽣している越境性動物疾病の侵⼊を防ぐ
ためには、関係者が⼀丸となって取組を強化することが重要です。 

さらに、国内で継続的に発⽣が⾒られるヨーネ病等の家畜の慢性疾病や腐蛆病
ふ そ び ょ う

等の蜜蜂
の疾病への対策のほか、植物防疫法に基づく対策も重要となっています。 10 

本節では、動植物防疫措置の強化に向けた様々な取組について紹介します。 
 

((11))  家家畜畜防防疫疫のの推推進進  
((⾼⾼病病原原性性⿃⿃イインンフフルルエエンンザザがが継継続続的的にに発発⽣⽣))  

⾼病原性⿃インフルエンザは、その伝播⼒
でんぱりょく

の強さや致死性の⾼さから、地域の養鶏産業15 
に及ぼす影響が甚⼤であり、国⺠への鶏⾁・鶏卵の安定供給を脅かしかねないだけでなく、
鶏⾁・鶏卵の輸出が⼀時的に停⽌するなどの影響が⽣じることから、引き続き発⽣予防と
まん延防⽌を図る必要があります。 

令和4(2022)年シーズンにおいては、過去最⼤となる26道県84事例が発⽣し、およそ
1,771万⽻が殺処分対象となったことから、鶏卵の価格⾼騰や⽋品が⽣じるまでの影響が⾒20 
られました。 

令和5(2023)年シーズンにおいては、令和5(2023)年11⽉に佐賀県で⾼病原性⿃インフル
エンザの発⽣が確認されて以降、令和6(2024)年3⽉末時点で9県10事例が確認されており、
およそ79万3千⽻が殺処分の対象となっています(図図表表33--1111--11)。 

 25 

 

図表3-11-1 令和5(2023)年シーズンにおける⾼病原性⿃インフルエンザの発⽣状況 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和6(2024)年3⽉末時点の発⽣状況 

2) 数字は発⽣の順を⽰す。⾚字数字は令和5(2023)年シーズンにおける家きんでの発⽣農場。⻘字数字は⾚字数字と同じ発⽣農場か
らの家きんの移動等から疑似患畜と判定し殺処分を⾏った農場等 
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さらに、令和5(2023)年シーズンの発⽣を受け、農林⽔産省では、都道府県に対し、飼

養家きんの異状の早期発⾒や早期通報、発⽣予防、まん延防⽌の徹底等を改めて通知し、
家きん農場における監視体制の強化を実施しました。 

 5 
((養養豚豚のの主主要要産産地地ででああるる九九州州地地⽅⽅ででもも豚豚熱熱のの感感染染事事例例がが確確認認))  

豚熱は、その伝播⼒の強さや致死性の⾼さから、地域の養豚業に及ぼす影響が甚⼤であ
り、国⺠への豚⾁の安定供給を脅かしかねないだけでなく、豚熱の発⽣している地域等か
ら豚⾁の輸出ができなくなるなどの影響が⽣じることから、引き続き清浄化を⽬指してい
く必要があります。 10 

我が国においては、平成30(2018)年に26年ぶりに国内で豚熱が確認されて以来、令和
6(2024)年3⽉末時点において20都県で計90事例が発⽣し、約36万8千頭を殺処分していま
す(図図表表33--1111--22)。令和5(2023)年8⽉には、佐賀県で豚熱の感染事例が確認されたことから、
飼養頭数で全国の約3割を占める養豚の主要産地である九州地⽅においても豚熱対策の実
施が急務となりました。 15 

 

 
 

((関関係係者者⼀⼀体体ととななっってて豚豚熱熱ののままんん延延防防⽌⽌対対策策をを推推進進))  
九州地⽅において豚熱のまん延防⽌対策を早急に進めるため、これまでの他地域での経20 

験や取組を活かして農林⽔産省・地⽅公共団体・⽣産者団体・⽣産者等が⼀体となって取
り組んでいます。 

具体的には、野⽣イノシシが豚熱に感染している可能性が否定できず、感染リスクが⾼
まっている発⽣農場の周辺地域や出荷先地域との養豚⽣産上の関連性が強い九州7県につ
いては、いずれも豚熱ウイルスの農場への侵⼊リスクが増⼤しており、豚熱の感染が拡⼤25 
する可能性があることから、九州7県をワクチン接種推奨地域に設定しました。ワクチン
接種については、家畜防疫員、都道府県知事認定獣医師に加え、研修等の実施により接種
が可能となった登録飼養衛⽣管理者を打ち⼿とし、速やかな実施に努めています。 

図表3-11-2 豚熱の発⽣状況 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和6(2024)年3⽉末時点の発⽣状況 

 

 
((⾼⾼病病原原性性⿃⿃イインンフフルルエエンンザザのの対対策策をを強強化化))  

令和4(2022)年シーズンの⾼病原性⿃インフルエンザの発⽣を受け、農林⽔産省では、
都道府県等と連携し、疫学調査等で得られた知⾒を踏まえ、農場における更なる発⽣予防
対策のほか、⾼病原性⿃インフルエンザが発⽣した養鶏農家が早期に経営を再開できるよ5 
う、埋却地・焼却施設の確保や飼養衛⽣管理に関する指導を実施しました。 

また、飼養衛⽣管理の徹底による発⽣予防対策を基本としつつ、⾼病原性⿃インフルエ
ンザや豚熱

ぶたねつ
が発⽣した際に、殺処分頭⽻数の低減を図るため、施設や飼養管理を分けるこ

とにより農場を複数に分割し、別農場として取り扱う「農場の分割管理」と呼ばれる取組
の活⽤を推進しています。 10 

具体的には、発⽣時のリスクを低減するため、⽣産者が農場の分割管理を活⽤できるよ
う、令和5(2023)年9⽉に「飼養衛⽣管理指導等指針」を⼀部変更し、推奨される飼養衛⽣
管理上の事項の⼀つとして位置付けるとともに、農場の分割管理についての基本的な考え
⽅や取り組む際のポイントについて記載した「農場の分割管理に当たっての対応マニュア
ル」を策定しました。 15 

 

 

 
⻘森県三沢市

み さ わ し
の採卵鶏事業者である有限会社東北

とうほく
ファームでは、

経営リスクの低減に向け農場の分割管理を導⼊し、作業員や⾞両、
施設等を別個に配置して飼養衛⽣管理を⾏う取組を推進していま
す。 

同社は、東北地⽅でも有数の飼養規模を誇る⼤規模農場として⽣
産を⾏っていましたが、令和4(2022)年12⽉に⾼病原性⿃インフル
エンザが発⽣し、家畜伝染病予防法に基づき139万⽻全ての飼養鶏
を殺処分しました。 

同社は、同様の被害を防ぐためには、飼養⽅法を根本から変える
必要があるとの考えに⾄り、県や家畜保健衛⽣所と協議の上、新た
な飼養管理体制の整備を進め、令和5(2023)年11⽉に、農場の分割
管理を導⼊しました。 

具体的には、約40haの農場を⾼さ1.8mの鉄製のフェンスで三つに
分割し、それぞれに消毒ゲートや従業員が⼊る管理棟、堆肥舎等を
設け、⼈・物の動線を分けました。また、これまで開放型鶏舎を含
めて47棟あった鶏舎を密閉型鶏舎に統⼀し計31棟にした上で、三つ
の農場に分けて管理しています。 

仮に三つのうち、いずれかの農場で⾼病原性⿃インフルエンザが
発⽣しても、殺処分が当該農場に限定できる可能性が⾼まったこと
から、経営リスクの低減につながっています。 

同社は、同年6⽉以降、段階的にひなの導⼊を進めており、令和
6(2024)年3⽉末時点では約101万⽻の飼養規模となっています。今
後は、既存施設の改修や新規施設の整備等を進め、全国のモデルケ
ースとして農場の分割管理の取組を推進するとともに、分割管理の
ノウハウ等について積極的に情報発信を⾏っていくこととしてい
ます。 

鶏鶏舎舎群群をを区区切切るる鉄鉄製製フフェェンンスス  
資料：有限会社東北ファーム 

((事事例例))  経経営営リリススククのの低低減減にに向向けけ、、農農場場のの分分割割管管理理をを導導⼊⼊((⻘⻘森森県県))  

密密閉閉型型鶏鶏舎舎  
資料：有限会社東北ファーム 
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蛆病のまん延防⽌を推進しています。 
 

((22))  植植物物防防疫疫のの推推進進  
((植植物物のの病病害害⾍⾍のの侵侵⼊⼊・・ままんん延延をを防防⽌⽌))  

近年、気候変動等によりイネカメムシ等の病害⾍の発⽣地域の拡⼤、発⽣時期の早期化、5 
発⽣量の増加が確認されています。また、輸⼊禁⽌品の違法な持込件数も増加しており、
これまでに国内で発⽣していなかった病害⾍の侵⼊・まん延リスクが増⼤しています。ま
た、中国において我が国が侵⼊を警戒している⽕ 傷 病

かしょうびょう
の発⽣を確認したため、⽕傷病菌

の宿 主
しゅくしゅ

植物(花粉等)の輸⼊を停⽌しました。農林⽔産省では、植物防疫法に基づき、農業
⽣産の安全や助⻑を図るため、病害⾍の侵⼊防⽌のための輸⼊植物の検査等(輸⼊植物検10 
疫)や輸出先国・地域の要求に応じた植物の検査等(輸出植物検疫)を実施しています。 

また、我が国への侵⼊を特に警戒している病
害⾍について侵⼊調査や防除等(国内植物検疫)
のほか、対処法検討のための国際共同研究を⾏
っています。 15 

さらに、近年、ECサイト等に出品された植物
の移動による病害⾍のまん延リスクが懸念され
ることから、農林⽔産省では、出所不明な植物
の移動に対し、植物検疫・病害⾍防除の観点か
ら、注意喚起を⾏うWebサイトを令和5(2023)20 
年10⽉に開設しました。 

このほか、植物防疫法に基づく、化学農薬の
みに依存しない、発⽣予防に重点を置いた総合
防除を推進するための基本指針を踏まえ、都道
府県において地域の実情に応じた総合防除の実25 
施に関する計画が策定されています。 

病害⾍の侵⼊・まん延リスクが⾼まる中、農
業の現場では、病害⾍診断や防除指導等の病害
⾍防除体制の充実・強化を図る取組が進められ
ています。 30 

 
((植植物物防防疫疫法法にに基基づづきき緊緊急急防防除除をを実実施施))  

新たに国内に侵⼊した病害⾍がまん延し、農作物に重⼤な損害を与えるおそれがあり、
これを駆除する必要がある場合等には、植物防疫法に基づき緊急防除を実施しています。 

緊急防除では、防除を⾏う区域や期間を設定した上で、発⽣した病害⾍の種類等に応じ35 
て、(1)寄主(宿主)植物の栽培の制限⼜は禁⽌、(2)植物等の移動制限⼜は禁⽌、(3)植物等
の消毒、除去、廃棄等の措置等を実施することとしています。 

令和5(2023)年度は、ジャガイモシロシストセンチュウやテンサイシストセンチュウ、
アリモドキゾウムシの緊急防除を継続して実施し、まん延防⽌に取り組んでいます。 

 40 
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また、豚熱の発⽣を防⽌するためには、⽇常的な飼養衛⽣管理の徹底が最も重要である
ことから、飼養衛⽣管理基準の遵守状況の再点検、豚の異常を発⾒した際の早期通報、埋
却地の確保の徹底により、農場における飼養衛⽣管理を強化しています。 

さらに、正確な感染状況の把握のため九州各県において、野⽣イノシシの捕獲・検査を
強化しています。 5 

 
((アアフフリリカカ豚豚熱熱のの侵侵⼊⼊リリススククががかかつつててなないいほほどどにに⾼⾼ままりり))  

アフリカ豚熱(以下「ASF1」という。)は、こ
れまで我が国では発⽣が確認されていませんが、
近年東アジアで感染が拡⼤しており、韓国にお10 
いては北部から南部へと徐々に発⽣が拡⼤して
いた中で、令和5(2023)年12⽉以降、我が国へ
の定期便が発着する釜⼭において、野⽣イノシ
シでの感染が相次いで確認されたことから、
ASFの侵⼊リスクが、かつてないほど⾼まって15 
います。ASFは有効なワクチンや治療法がなく、
環境中に⻑く残ることから、⼀度侵⼊を許すと、
我が国の畜産業に壊滅的な被害が⽣じることと
なります。ASFの侵⼊リスクがかつてないほど
⾼まっていることを踏まえ、海外からの侵⼊に対する警戒を怠ることなく、侵⼊防⽌や農20 
場における発⽣予防に努めることが重要です。 

海外からの越境性動物疾病の国内侵⼊を防ぐために、空港や海港において⼊国者の靴底
消毒・⾞両消毒、旅客への注意喚起、検疫探知⽝を活⽤した⼿荷物検査といった⽔際対策
を徹底して実施しており、併せて関係団体等を通じ、ゴルフ場等における利⽤者のゴルフ
⽤品の洗浄・消毒の実施を要請しています。また、万が⼀の侵⼊に備えた野⽣イノシシに25 
おける死体処理等の防疫体制の構築を進めています。 

また、越境性動物疾病対策は、国際的な協⼒が不可⽋であるとの共通認識の下、G7の枠
組み等も活⽤し、国際機関、獣医当局間及び研究機関間で連携した活動を⾏っています。
さらに、越境性動物疾病が継続的に発⽣している近隣諸国・地域との連携を強化し、疾病
情報の共有、防疫対策等の向上、診断法の開発を強⼒に推進することにより、アジア諸国・30 
地域における疾病の発⽣拡⼤を防⽌し、我が国への侵⼊リスクの低減を図っています。 

 
((飼飼養養衛衛⽣⽣管管理理向向上上にに向向けけたた取取組組をを推推進進))  

⾼病原性⿃インフルエンザや豚熱だけでなく、ヨーネ病や⽜伝染性リンパ腫等の慢性疾
病を含む家畜の伝染性疾病への対策の基本は、病原体を農場に⼊れないことと農場から出35 
さないことであり、農場における適切な飼養衛⽣管理、消毒等による感染リスクの低減と
いった⽇頃からの取組が極めて重要になります。このため、農場における飼養衛⽣管理の
向上や家畜の伝染性疾病のまん延防⽌・清浄化に向け、農場指導、検査、ワクチン接種や
淘汰
と う た

等の取組を推進しているほか、飼養衛⽣管理⽀援システムの構築を進めており、農場、
都道府県の家畜保健衛⽣所、臨床獣医師や関係団体が連携した取組を⽀援しています。 40 

また、蜂の幼⾍が病原体を含む餌の摂取を通じて感染し、死亡する家畜伝染病である腐
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蛆病のまん延防⽌を推進しています。 
 

((22))  植植物物防防疫疫のの推推進進  
((植植物物のの病病害害⾍⾍のの侵侵⼊⼊・・ままんん延延をを防防⽌⽌))  

近年、気候変動等によりイネカメムシ等の病害⾍の発⽣地域の拡⼤、発⽣時期の早期化、5 
発⽣量の増加が確認されています。また、輸⼊禁⽌品の違法な持込件数も増加しており、
これまでに国内で発⽣していなかった病害⾍の侵⼊・まん延リスクが増⼤しています。ま
た、中国において我が国が侵⼊を警戒している⽕ 傷 病

かしょうびょう
の発⽣を確認したため、⽕傷病菌

の宿 主
しゅくしゅ

植物(花粉等)の輸⼊を停⽌しました。農林⽔産省では、植物防疫法に基づき、農業
⽣産の安全や助⻑を図るため、病害⾍の侵⼊防⽌のための輸⼊植物の検査等(輸⼊植物検10 
疫)や輸出先国・地域の要求に応じた植物の検査等(輸出植物検疫)を実施しています。 

また、我が国への侵⼊を特に警戒している病
害⾍について侵⼊調査や防除等(国内植物検疫)
のほか、対処法検討のための国際共同研究を⾏
っています。 15 

さらに、近年、ECサイト等に出品された植物
の移動による病害⾍のまん延リスクが懸念され
ることから、農林⽔産省では、出所不明な植物
の移動に対し、植物検疫・病害⾍防除の観点か
ら、注意喚起を⾏うWebサイトを令和5(2023)20 
年10⽉に開設しました。 

このほか、植物防疫法に基づく、化学農薬の
みに依存しない、発⽣予防に重点を置いた総合
防除を推進するための基本指針を踏まえ、都道
府県において地域の実情に応じた総合防除の実25 
施に関する計画が策定されています。 

病害⾍の侵⼊・まん延リスクが⾼まる中、農
業の現場では、病害⾍診断や防除指導等の病害
⾍防除体制の充実・強化を図る取組が進められ
ています。 30 

 
((植植物物防防疫疫法法にに基基づづきき緊緊急急防防除除をを実実施施))  

新たに国内に侵⼊した病害⾍がまん延し、農作物に重⼤な損害を与えるおそれがあり、
これを駆除する必要がある場合等には、植物防疫法に基づき緊急防除を実施しています。 

緊急防除では、防除を⾏う区域や期間を設定した上で、発⽣した病害⾍の種類等に応じ35 
て、(1)寄主(宿主)植物の栽培の制限⼜は禁⽌、(2)植物等の移動制限⼜は禁⽌、(3)植物等
の消毒、除去、廃棄等の措置等を実施することとしています。 

令和5(2023)年度は、ジャガイモシロシストセンチュウやテンサイシストセンチュウ、
アリモドキゾウムシの緊急防除を継続して実施し、まん延防⽌に取り組んでいます。 
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植植物物等等のの移移動動規規制制ににつついいてて  
URL：https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/ 

domestic/didoukisei/index.html 

 

また、豚熱の発⽣を防⽌するためには、⽇常的な飼養衛⽣管理の徹底が最も重要である
ことから、飼養衛⽣管理基準の遵守状況の再点検、豚の異常を発⾒した際の早期通報、埋
却地の確保の徹底により、農場における飼養衛⽣管理を強化しています。 

さらに、正確な感染状況の把握のため九州各県において、野⽣イノシシの捕獲・検査を
強化しています。 5 

 
((アアフフリリカカ豚豚熱熱のの侵侵⼊⼊リリススククががかかつつててなないいほほどどにに⾼⾼ままりり))  

アフリカ豚熱(以下「ASF1」という。)は、こ
れまで我が国では発⽣が確認されていませんが、
近年東アジアで感染が拡⼤しており、韓国にお10 
いては北部から南部へと徐々に発⽣が拡⼤して
いた中で、令和5(2023)年12⽉以降、我が国へ
の定期便が発着する釜⼭において、野⽣イノシ
シでの感染が相次いで確認されたことから、
ASFの侵⼊リスクが、かつてないほど⾼まって15 
います。ASFは有効なワクチンや治療法がなく、
環境中に⻑く残ることから、⼀度侵⼊を許すと、
我が国の畜産業に壊滅的な被害が⽣じることと
なります。ASFの侵⼊リスクがかつてないほど
⾼まっていることを踏まえ、海外からの侵⼊に対する警戒を怠ることなく、侵⼊防⽌や農20 
場における発⽣予防に努めることが重要です。 

海外からの越境性動物疾病の国内侵⼊を防ぐために、空港や海港において⼊国者の靴底
消毒・⾞両消毒、旅客への注意喚起、検疫探知⽝を活⽤した⼿荷物検査といった⽔際対策
を徹底して実施しており、併せて関係団体等を通じ、ゴルフ場等における利⽤者のゴルフ
⽤品の洗浄・消毒の実施を要請しています。また、万が⼀の侵⼊に備えた野⽣イノシシに25 
おける死体処理等の防疫体制の構築を進めています。 

また、越境性動物疾病対策は、国際的な協⼒が不可⽋であるとの共通認識の下、G7の枠
組み等も活⽤し、国際機関、獣医当局間及び研究機関間で連携した活動を⾏っています。
さらに、越境性動物疾病が継続的に発⽣している近隣諸国・地域との連携を強化し、疾病
情報の共有、防疫対策等の向上、診断法の開発を強⼒に推進することにより、アジア諸国・30 
地域における疾病の発⽣拡⼤を防⽌し、我が国への侵⼊リスクの低減を図っています。 

 
((飼飼養養衛衛⽣⽣管管理理向向上上にに向向けけたた取取組組をを推推進進))  

⾼病原性⿃インフルエンザや豚熱だけでなく、ヨーネ病や⽜伝染性リンパ腫等の慢性疾
病を含む家畜の伝染性疾病への対策の基本は、病原体を農場に⼊れないことと農場から出35 
さないことであり、農場における適切な飼養衛⽣管理、消毒等による感染リスクの低減と
いった⽇頃からの取組が極めて重要になります。このため、農場における飼養衛⽣管理の
向上や家畜の伝染性疾病のまん延防⽌・清浄化に向け、農場指導、検査、ワクチン接種や
淘汰
と う た

等の取組を推進しているほか、飼養衛⽣管理⽀援システムの構築を進めており、農場、
都道府県の家畜保健衛⽣所、臨床獣医師や関係団体が連携した取組を⽀援しています。 40 

また、蜂の幼⾍が病原体を含む餌の摂取を通じて感染し、死亡する家畜伝染病である腐
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